
高額医療・高額介護合算療養費制度

＜高額医療・高額介護合算療養費制度とは＞
国民の医療費や介護サービス費の自己負担額を抑えるためにできた制度です。医療保険と
介護保険における１年間（毎年８月１日～翌年７月31日）の医療保険と介護保険の自己負
担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。

介護だけではなく医療も含まれる高額医療・高額介護合算療養費制度は、介護費と医療費
の合算が自己負担限度額を超えた場合に超過分の料金が戻ってくる制度です。

世帯ごとに年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた分は医療と
介護で按分（※）してそれぞれの保険者から支給されます。

※按分（あんぶん）とは、基準となる数量に比例した割合で割り振ること
高額医療・高額介護合算療養費制度に似た制度に「高額療養費制度」と「高額介護サービ
ス費制度」があります。これら
の制度は、月ごとに自己負担額を抑えられるのが特徴です。高額医療・高額介護合算療養
費制度は、これらの制度を利用
してもなお負担が重いときに、年ごとに自己負担額を軽減できる制度となります。
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制度の自己負担額について
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は、世帯の年収や年齢によって異な
ります。それぞれの自己負担額について具体的な額を紹介します。ここで記載する自己負
担限度額を超過した分を高額医療・高額介護合算療養費の申請で受け取れます。

70歳未満の場合は5段階に分かれる自己負担額の限度は、70歳未満の場合は5段階に分けら
れています。住民税非課税世帯では、負担額の上限が年間34万円です。いっぽう住民税課
税世帯は、限度額の上限が4段階に分類されています。

また、70歳未満の世帯員は、医療機関ごとの医療保険の自己負担額が2万1,000円を超えた
場合のみ、合算の対象です。
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70歳以上の一般世帯は56万円が上限
70歳以上の世帯の場合は、自己負担額の限度額がさらに細かく分かれます。課税所得145万
円以上の世帯では70歳未満と同じ基準です。145万円未満または住民税非課税世帯では、70
歳未満とは異なります。

また、介護サービスを利用している人が世帯内に複数名いる場合には、低所得者Ⅰに該当
する条件が19万円ではなく、31万円です。



高額医療・高額介護合算療養費制度


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4

